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宜野湾市監査委員告示第 ２ 号 

 

 

地方自治法第１９９条第４項の規定により定期監査の結果について、同条第 

９項の規定によりその結果を次のとおり公表する。 

 

 

 平成２3年 5月２3日 

 

                        宜野湾市監査委員 

                          米 須  厚 

                          上  地 安 之 

 

 

１．監査の期間 

   平成２３年４月１5日から 5月２０日まで 

 

 

２．監査の対象   各種行政委員会 

          ○ 議会事務局 

          ○ 選挙管理委員会 

          ○ 会計課 

 

 

３．監査の範囲 

   平成２２年度財務に関する事務の執行 

   ・平成２２年度の契約関係文書 

   ・その他 

 

 

４．監査の結果について 

今回の定期監査については、契約事務を重点に実施した。一連の事務に 

ついては概ね適正に執行されているが、次のような不備があったので改善 

していただきたい。 
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《選挙管理委員会》 

１. 契約書及び契約概要の契約保証金について 

次の契約については、契約保証金欄中のただし書きに「損害賠償金として」と

いう文言があるが、不適切であるので削除するべきである。市財務規則第１１７

条に基づき、適正に処理されたい。 

(１) 非拘束名簿式比例代表選出選挙管理システム（ザ・選挙）の開発及び支援

業務委託契約 

(２) 第２２回参議院議員通常選挙に伴うポスター掲示場設置・保守及び撤去業

務委託契約    

(３) 第２２回参議院議員通常選挙周知広報車啓発委託契約 

(４) 第２２回参議院議員通常選挙選挙公報配布業務委託契約 

(５) 第２２回参議院議員通常選挙における開票所設営及び撤去業務委託契約 

(６) 宜野湾市議会議員選挙に伴うポスター掲示場設置・保守及び撤去業務委託

契約 

(７) 候補者用表示物契約（宜野湾市議会議員選挙） 

(８) 投票用紙印刷契約 

(９) 宜野湾市議会議員選挙における開票所設営及び撤去業務委託契約 

(10) 沖縄県知事選挙に伴うポスター掲示場設置・保守及び撤去業務委託契約 

(11) 投票用紙印刷契約（宜野湾市長選挙） 

(12) 宜野湾市長選挙に伴うポスター掲示場設置・保守及び撤去業務委託契約 

(13) 沖縄県知事選挙及び宜野湾市長選挙周知広報車啓発委託契約 

(14) 沖縄県知事選挙に伴う選挙公報等戸別配布委託契約 

(15) 開票所設営及び撤去業務委託契約（沖縄県知事選挙及び宜野湾市長選挙） 

 

２. 随意契約による事前及び事後の公表について 

次の契約については、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号を適用し

て宜野湾市シルバー人材センターと随意契約による契約を締結しているが、同号

を適用する場合は、市財務規則第１１３条第２項の規定により、契約を締結する

前と契約を締結した後において、契約内容等を公表することになっているので、

その規定に従い公表手続きを行うべきである。 

(１) 第２２回参議院議員通常選挙周知広報車啓発委託契約 

(２) 第２２回参議院議員通常選挙における開票所設営及び撤去業務委託契約 

(３) 宜野湾市議会議員選挙における開票所設営及び撤去業務委託契約 

(４) 沖縄県知事選挙及び宜野湾市長選挙周知広報車啓発委託契約 

(５) 沖縄県知事選挙及び宜野湾市長選挙開票所設営及び撤去業務委託契約 
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３. 請書における契約保証金免除表示について 

次の契約については、「契約者が契約を履行しないときは、契約金額の10/100

に相当する額を徴する。」としているが、請書は契約の適正な履行を確保するた

めに契約の相手方から徴することから、「契約金額の 10０分の 10 以上に相当

する額を納付する。」とするべきである。 

(１) 候補者用表示物契約（宜野湾市議会議員選挙） 

(２) 投票用紙印刷契約（宜野湾市議会議員選挙） 

(３) 投票用紙印刷契約（宜野湾市長選挙）   

 

４. 沖縄県知事選挙に伴う選挙公報等戸別配布委託契約について 

本契約については、消費税及び地方消費税の額が明記されていないため契約書

記載金額に基づいた収入印紙を貼付するべきである。 

 

５. 支払金口座振替申出書の日付記載もれについて 

次の契約については、支払金口座振替申出書に日付の記載もれがある。 

(１) 非拘束名簿式比例代表選出選挙管理システム（ザ・選挙）の開発及び支援業

務契約 

(２) 第２２回参議院議員通常選挙に伴うポスター掲示場設置・保守及び撤去業務 

委託契約 

(３) 投票用紙印刷契約（市議会議員選挙） 

(４) 沖縄県知事選挙に伴うポスター掲示場設置・保守及び撤去業務委託契約 

(５) 投票用紙印刷契約（宜野湾市長選挙） 

(６) 宜野湾市長選挙に伴うポスター掲示場設置・保守及び撤去業務委託契約 

(７) 沖縄県知事選挙に伴う選挙公報等戸別配布委託契約 
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《議会事務局》 

１. 予定価格の設定金額について 

次の契約については、予定価格を単価で設定しているが、市財務規則第97条

第１項の規定において「価格の総額について、予定価格を定めなければならな

い。」となっており、単価契約といえども年間の予定数量があり、かつ、予算の

配当があるものについては、予定価格は年間の総額で定めるべきである。 

(１) 会議録検索システム用デ-タ作成業務委託契約 

(２) 会議録調製等委託業務契約 

(３) 議会車両運転業務委託契約 

 

２. 契約概要について 

次の契約については、契約概要に契約金額及び予定価格の記載がなく、また、

契約内容が委託業務等であるにもかかわらず購入先となっている。 

 (１) 会議録検索システムDiscuss Net サ－ビス使用許諾契約 

(２) 会議録検索システム用デ-タ作成業務委託契約 

(３) 会議録調製等委託業務契約 

(４) 議会車両運転業務委託契約 

 

３. 契約書及び契約概要の契約保証金について 

次の契約については、契約保証金の項目にただし書きにて、「契約者が契約を

履行しない場合、損害賠償金として契約金額の 100 分の 10 を徴収する。」と

あるが、損害賠償金という文言は不適切であるので削除するべきである。また、

市財務規則第117条第1項の契約保証金条項で「契約担当者は、契約を締結し

たときは、直ちに契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を

納付させなければならない。」とあり納付させなければならない金額に準じて

100分の10以上とするべきである。 

(１) 会議録検索システムDiscuss Net サービス使用許諾契約 

(２) 会議録検索システム用データ作成委託契約 

(３) 会議録調製等委託業務契約 

(４) 宜野湾市議会だより発行事業印刷製本契約 

(５) 議会車両運転業務委託契約 

(６) 議員氏名柱作成契約 

 

４. 契約保証金免除の理由について 

次の契約については、契約保証金の適用条項を市財務規則第117条第2項第

8号により免除しているがその根拠の記載がなされていないのは不適切である。 
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(１) 会議録検索システムDiscuss Net サ－ビス使用許諾契約 

(２) 会議録検索システム用デ-タ作成業務委託契約 

(３) 議会車両運転業務委託契約 

 

５. 会議録調製等委託業務契約について 

随意契約の理由を『本業務については、継続委託の有利性が明確であり競争

入札で契約相手が他社に変わった場合、市の有利性を失うことになるため、地

方自治法施行令第167条の2第１項第6号「一般競争入札に付することが不

利と認められるとき」に該当するので、随意契約としたい。』として２者に見積

りを依頼し、見積結果により契約相手方を決定しているが、同第6号の「競争

入札に付することが不利と認められるとき。」とは、相手方が特定される場合を

いうものである。よって、２者も請負可能な業者がいる場合は、同号を適用す

ることはできない。 

また、契約期間を契約締結の日から平成22年3月31日までと謳っているが、

平成23年3月31日が正しく年度錯誤がある。 

 

６. 議員氏名柱作成契約について 

契約の方法を決定する際、地方自治法施行令第167条の2第1項第 1号別表

第5の1号を適用しているが、備品購入費であれば同別表第5の2号を適用す

るべきである。また、収入印紙が貼付されているが、備品購入であれば貼付の必

要はない。 

 

７. 指名競争入札による契約について 

宜野湾市議会だより発行事業印刷製本契約で、地方自治法施行令第１６７条第

１項第２号を適用し契約を締結しているが、指名業者以外にも登録業者はあり少

数であるとはいえず同項第２号の適用は適切ではない。 

 

８. 宜野湾市議会だより発行事業印刷製本契約について 

本契約については、契約書に貼付されている収入印紙の額に誤りがあり印紙税

法に則り貼付するべきである。また、契約書首標第４の契約金額（注）以降が、

「取引に係る消費税額」として消費税のみを謳った形となっているが、「消費税及

び地方消費税の額」とし、地方消費税についても謳うべきである。  

 

９. 文書の編集及び保管について 

市文書取扱規程第38条第１項第2号により「紙起案を行った文書が完結した

ときは、完結登録を行い、原義書に完結年月日を記入し、完結印を押さなければ

ならない。」とあるが、全ての契約起案において完結印の押印がなく、決裁及び
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完結年月日の記載がない。他にも起案文書の契約件名と契約書の件名に相違があ

る。市文書取扱規程第41条第3項第1号に則り文書の整理を心がけたい。 

 

10. 公印使用の際の承認について 

次の契約について、市の公印に関する規程第９条により公印使用をする際は、

公印承認として保管者の決裁を得なければならないが、公印承認及び公印使用欄

に押印漏れがあるのは不適切である。 

(１) 会議録検索システムDiscuss Net サービス使用許諾契約 

(２) 会議録検索システム用データ作成委託契約 

(３) 会議録調製等委託業務契約 

(４) 議会車両運転業務委託契約 

 

 

 

《会計課》 

１. 予定価格の設定について 

次の契約については、予定価格の積算根拠が不明である。予定価格の設定は、

市財務規則第９７条第２項の規定によりその根拠を明確にするべきである。 

 (１) 平成２１年度一般会計及び特別会計決算書の印刷契約  

(２) 口座振替済通知書及び納付済通知書の印刷契約  

 

２. 平成２１年度一般会計及び特別会計決算書の印刷契約について 

本契約については、見積結果報告の段階で契約の相手方は決まっており消費税

及び地方消費税の課税事業者届出書又は免税事業者届出書はその時点で徴する

べきである。その内容に基づいて物品供給請書も適切に徴するべきである。 

 

３. 口座振替済通知書及び納付済通知書の印刷契約について  

課税事業者届出書の様式が、消費税のみになっているので地方消費税も含む様

式に変更するべきである。 

 


